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生徒が主役！誰一人取り残さず 感動と笑顔が輝く 活力あふれる綿打中学校

市中体連春季大会が終了しました
４月１５日から始まった市中体連春季大会も５月６日をもって全ての競技が終了しました。

目標の実現に向けて精一杯頑張っている生徒の姿はもちろん、試合に出られなくても仲間を精
一杯応援している生徒の姿が何よりも素晴らしかったです。どの競技も、チームが一丸となっ
て大会に臨んでいました。

次は夏の総体となり、３年生にとっては引退をかけた最後の大会となります。WBC 日本代表
のダルビッシュ有投手が３月１４日の記者会見で「結果はコントロールできない。コントロー
ルできるのはその過程で、準備である。」とのコメントをしていました。綿打中の皆さんにも、

これから夏に向けて悔いのないよう日々の準備を大切にしていってほしいと思います。

市中体連春季大会の結果
・ソフトテニス男子団体…優勝（県大会出場）

・ソフトテニス個人…〇〇〇〇・〇〇〇〇ペア（第５位

県大会出場）、〇〇〇〇・〇〇〇〇ペア（第５位県大会

出場）、〇〇〇・〇〇〇〇ペア（第５位県大会出場）

・ソフトテニス女子団体…初戦惜敗

・バスケットボール男子…初戦勝利、２回戦惜敗

・バスケットボール女子…初戦惜敗

・野球…初戦勝利、２回戦惜敗

・バレーボール女子…リーグ戦惜敗

・バドミントン女子団体…初戦惜敗

・サッカー…初戦勝利、２回戦惜敗

５月病を予防するために
５月病とは４月から新しい学年になり頑張っていたものの、次第にストレスに対処できなく
なり、心身の不調をきたすようになった状態の俗称です。特に中学生では、不登校のきっかけ
となる場合もあります。

不登校の予防には、睡眠時間・学習の仕方・体調の変化の３つを徹底し、生徒・保護者・教
員が共有して対策を講じることが重要であると言われています。綿打中の教職員は、日々、生
徒の様子に気を配り、気になる様子が見られた場合には学年で情報を共有すると共に管理職に

も報告を行っております。ご家庭でもお子さんの様子を見て、気になる点がある場合には早め
に学校職員に相談をしていただくようお願いします。
１ 睡眠時間８時間を崩さない

２ 学力に関する不安を軽減させる

→綿打中では放課後の学びの場として「寺子屋」を実施しております。学習面で不安がある

場合には、ご家庭でも参加を促すようお子さんへの声がけをお願いいたします。（裏面参照）

→学力の定着には家庭学習が欠かせません。毎日最低 1時間以上勉強するよう学校では指導
をしております。（目標としては 1年生 80分、2年生 90分、3年生 100分です。）

３ 起立性調節障害（ＯＤ）が疑われる場合には受診して不安を止める

※起立性調節障害（ＯＤ）とは…自律神経の働きの不調によりめまいなどの身体症状、無気

力や朝起き不良などの症状が起こります。中学生の約１０％に存在すると言われ、ＯＤの

半数以上が長期欠席に至るとも言われています。怠けなどではなく、本人が頑張ればどう

にかなるということではありません。専門医と連携して支援に取り組むことが効果的とさ

れています。

○ 悩みや不安等が大きな要因となっている場合には、学校と家庭で連携しながら本人の気持ちに寄り

添った対応をしていきたいと考えておりますので、ご協力をお願いいたします。



放課後寺子屋について
昨年度より、綿打中学校では「放課後寺子屋」と称して図書室の一角に学習スペースを設け
ています。下記のとおり体制を整えていますので、学習面で心配のある生徒には積極的に活用
してほしいと思います。

□ 目的
・基礎基本をしっかりと身につけられるようにする。
・生徒の分かりたい気持ちや分からないことをそのままにしたくない気持ちを大切にして、

成就感をもってもらう。

□ 方法
・主となる担当の先生は前森先生と金子先生です。放課後、図書室にいますので授業で分か
らない内容など気軽に相談することができます。

・時間は火曜日から金曜日の帰りの会の終了から最低で約１時間程度です。
（部活動終了時刻が遅い時期は、部活にも参加できます。）

□ 参加のメリット

・自分で「勉強をしたい」
と思った生徒が自由に参
加できます。

・授業でよく分からなかっ
たこと、つまづいたこと
を小まめに解決できま

す。

新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行後の学校の対応について
５月８日より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類感染症になりました。

今後、学校では文部科学省の通知等に基づき以下の対応をとることになりますのでご承知ください。
○学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について

・「家庭との連携による生徒の健康状態の把握」「適切な換気の確保」「手洗い等の手指衛生や
咳エチケットの指導」といった対策を引き続き講じていきます。
・地域や学校において感染が流行している場合などには、活動場面に応じて「近距離」「対面」

「大声」での会話を控えたり身体的距離を確保したり等の措置を一時的に講じる場合があ
ります。

○以下の場合には出席停止となります

・生徒本人がコロナ陽性となった場合
・生徒本人に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合
※これまでどおり、生徒本人に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には出席

停止となりますので、無理をせず登校を控えるようご協力をお願いいたします。
※これまで同居家族がコロナ陽性となった場合には登校を控えていただいておりましたが、
今後、原則としてそのようなお願いはいたしません。ただし本人に風邪症状等が見られる

場合や感染している疑いがある場合には出席停止となります。
※出席停止期間の基準は「発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過す
るまで」となります。

○マスクの着用について
・４月よりマスクの着用については個人の判断となっております。
・運動時など身体的距離が確保できる状況で熱中症の恐れがある場合には、マスクを外すよ

う指導をすることもあります。
・校外学習等でのバスや電車の車内、校外学習等の受け入れ先からの依頼により場面によっ
てはマスク着用を指導することもあります。

○その他
・ 健康観察表の提出等はありませんが、引き続き家庭での健康観察をお願いいたします。


